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◎新潟県告示第19号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、新潟市の葛塚土地改良区から次のとおり役員

が就任及び退任した旨の届出があった。 

平成27年１月９日 

新潟県新発田地域振興局長 

１ 就 任 

 理事 新潟市 北区村新田22番地       笹川 正志 

                      （理事長） 

 〃   〃  北区太田2110番地       金子 精一 

 〃   〃  北区嘉山707番地        風間 了 

 〃   〃  北区太田甲5351番地      野股喜巳雄 

 〃   〃  北区葛塚2446番地       安達 昭治 

 〃   〃  北区太田2870番地       水戸 孝一 

 〃   〃  北区太田715番地       山田 進 

 〃   〃  北区太田2912番地       折笠 孝男 

 就任年月日 平成26年12月16日 

２ 退 任 

 理事 新潟市北区太田4029番地       真島 眞人 

                      （理事長） 

 〃   〃 北区嘉山707番地        風間 了 

 〃   〃 北区太田715番地        山田 進 

 〃   〃 北区太田2912番地        折笠 孝男 

 〃   〃 北区村新田22番地        笹川 正志 

 〃   〃 北区太田2189番地２      國兼 里志 

 〃   〃 北区葛塚2446番地        安達 昭治 

 〃   〃 北区太田5380番地         野股喜巳雄 

 退任年月日 平成26年12月15日 

 


